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第第１１ 精精神神障障害害・・発発達達障障害害者者へへのの職職業業訓訓練練ににおおけけるる導導入入期期のの訓訓練練のの意意義義 
第１では、訓練生が導入期の訓練で訓練生活への適応の促進を図るための訓

練を実施する目的と意義について説明します。 
 

精神障害・発達障害のある訓練生については、導入期の訓練によく見られる

傾向として、「作業指示の受け止め方がずれて指示通り正確に作業ができない」、

「自分のやり方にこだわってしまい、作業指示とは違う行動をする」、「質問の

タイミングがわからず訓練が遅れてしまう」、「体調が安定せず訓練に専念でき

ない」等の状況があり、円滑な技能習得が難しくなることがあります。 
そのため、精神障害・発達障害のある訓練生の障害特性を把握することは大

切ですが、同一の障害名であっても訓練生によって障害特性の状況や現れ方が

違うため、障害名にとらわれずに、障害特性がどのような形で訓練（仕事）場

面に影響するのかを見極めることが重要です。 
訓練生が訓練期間を通して安定して訓練を受講し、円滑に知識・技能を習得

していくために、導入期の訓練で訓練生活への適応の促進を図るための訓練を

実施することには意義があり、「健康管理」、「訓練意欲の維持」、「ストレス・疲

労の自己管理」、「把握された特性から現れる課題」、「困っていることや作業の

やりにくさ」への対応法の習得に取り組んでいきます。 
具体的には、訓練生にとって負荷の少ない訓練の時間や内容を段階的に設定

し、訓練生の特性による日常生活や訓練への影響を把握します。また、様々な

作業を通してその影響に気づくこと（認識）を促し、訓練生に合った対応法を

職員が一緒に考えます。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図１－１ 訓練生活への適応を促すイメージ 

 

＜よく見られる精神障害・発達障害の

一般的な特性＞ 

・不安感や焦燥感を抱きやすい 

・疲労しやすい 

・コミュニケーションが苦手 

・考えや気持ちを伝えることが苦手 

・人との距離感がうまく取れない 

・プレッシャーやストレスに弱い 

・こだわりがある 

等 

 

訓練が頑張れそう

な気がする 

一緒に考え 

ましょう 

第 精神障害・発達障害者への職業訓練における導入期の訓練の意義



－ 2－ 

職業訓練は、就職に必要な知識・技能を習得するために実施するものであ

り、導入期の訓練は、訓練科での知識・技能の習得と特性に応じた対応法の

習得に必要な期間を考慮し、訓練期間全体の１０％から１５％の割合で実施

されるのが望ましいでしょう。 
導入期の訓練の位置づけは、図１－２に示すようになります。 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
本書では、導入期の訓練のカリキュラム作成と具体的な進め方についてまと

めています。 
導入期の訓練については、「第２ 職業訓練実践マニュアル「精神障害・発達

障害者への職業訓練における導入期の訓練編Ⅰ及びⅡ」の概要」に記述してい

ますが、より詳しく知りたい方については、「マニュアルⅠ」を、対応法の習得

に向けた取り組みの考え方については「マニュアルⅡ」を参照してください。 
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図１－２ 導入期の位置づけ（イメージ） 

《《導導入入期期のの訓訓練練ににおおけけるる支支援援ののポポイインントト》》  

 訓訓練練生生自自身身がが先先のの見見通通ししがが立立ててらられれるるよよううなな支支援援  

急な変化への対応が苦手な訓練生もいるので、入校から数週間の予定を

具体的に記述したスケジュール等を作成し、事前に予定をわかりやすく示

すことが重要 

 本本人人がが安安心心ででききるる支支援援体体制制のの構構築築  

指示命令系統及び相談できるキーマンを決めておくことが重要。同時に

場面に応じて訓練生が安心して相談できる支援体制を構築することが重要 

 個個々々のの特特性性にに応応じじたた支支援援  

同じ障害名であっても個人差があるので、個々の特性を把握し、個々人に

あった支援を行うことが重要 
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